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長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
わ
が
国
の
放
射
性
同
位
元
素
内
用
療
法
（
Ｒ
Ｉ
内
用
療
法
）
の
現
状
及
び
今
後
の
国
の
施
策
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
わ
が
国
の
放
射
性
同
位
元
素
内
用
療
法
（
Ｒ
Ｉ
内
用
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）
の
現
状
及
び
今
後
の
国
の
施
策

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
三
年
三
月
十
二
日
付
け
医
薬
発

第
百
八
十
八
号
厚
生
労
働
省
医
薬
局
長
通
知
）
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
一
般
社
団
法
人
日
本
核
医
学
会
が
定
め
た
「
核
医
学

診
療
施
設
に
お
け
る
濃
度
限
度
等
の
評
価
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
対
応
を
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。

二
に
つ
い
て

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
内
用
療
法
を
含
む
放
射
線
療
法
の
更
な
る
充
実
に
つ
い
て
は
、
「
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
」

（
平
成
二
十
四
年
六
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引

き
続
き
研
究
開
発
の
推
進
等
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。


